
 第２次福岡県飲酒運転撲滅推進総合計画は、福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関す 

る条例（平成２４年福岡県条例第１号）第２６条第２項の規定に基づき、本県におい 

て憂慮すべき状況にある飲酒運転の撲滅を図るため、行政や関係団体が連携して飲酒 

運転撲滅運動を推進するための総合的な取組を定めるものです。 

 基本方針 

・県、県警察、市町村、関係機関・団体が連携して飲酒運転撲滅運動を推進し、 

 県民一人ひとりに「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という意識 

 を定着させます。 

・飲酒運転は、アルコール健康障害に関連して生じることがあるため、その発生 

 及び進行の防止を図ります。 

 計画期間及び目標 

１ 計画期間は、３年間（平成２７年度～平成２９年度）とします。 

２ 計画期間において、以下の目標を掲げ、達成を目指します。 

 飲酒運転撲滅の日・撲滅週間 
  

 以下に掲げる日、週間を「飲酒運転撲滅の日」「飲酒運転撲滅週間」とし、関係 

団体が連携した街頭啓発等のキャンペーン等を実施することにより、県民に対する 

飲酒運転撲滅気運の醸成を図ります。 

              
推進体制  

１ 飲酒運転撲滅連絡会議 
  県の執行機関、市町村、特定事業者の団体等で構成する「飲酒運転撲滅連絡会 

 議」を設置し、構成員が互いに情報提供や意見交換を行い、連携して飲酒運転撲 

 滅の取組を実施します。 

２ 飲酒運転撲滅対策医療センター 
  飲酒運転撲滅対策医療センターは、県との連携のもと、職域、地域、医療機関、 

 行政機関、アルコール依存症等に係る自助グループ等と連携体制を構築します。 

第２次福岡県飲酒運転撲滅推進総合計画の概要 

・飲酒運転撲滅宣言企業の登録数 

・飲酒運転撲滅宣言の店の登録数 

・飲酒運転事故件数 （平成２９年）                

・飲酒運転撲滅の日：毎月２５日 

・飲酒運転撲滅週間：８月２５日から３１日までの１週間 

：５０，０００事業所 

：１０，０００店 

：１２０件以下 



  具体的な対策 

 アルコール健康障害対策 

県、県警察、市町村、関係機関・団体が連携し、以下の取組を実施します。 

１ アルコール健康障害の発生予防・早期発見・進行防止と適切な対応 

 ・アルコール健康障害に関する正しい知識やアルコール健康障害の早期発見のための質問票 

  の普及、家族、事業者など周囲の者への適切な対応方法についての啓発の実施 

 ・初回の飲酒運転検挙者に対する飲酒行動に関する指導の実施 

２ アルコール依存症の治療等 

 ・アルコール依存症の治療、飲酒行動是正プログラム、啓発プログラムの実施 

 ・道路交通法の罰則の対象にならない飲酒運転違反者に対する措置の実施   

３ 受診を促進するための体制の整備 

 ・指定医療機関の増加による受診機会の拡大 

 ・指定医療機関に対して求める措置に要する費用の一部負担 

 飲酒運転撲滅に係る広報・啓発 

・テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の広報媒体を活用するほか、県、県警察、市 

 町村等の広報誌、ホームページ等による広報啓発の実施 

・四季の交通安全県民運動における取組や家庭、学校、地域、職域等と一体となったキャ 

 ンペーン等の実施 

・「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」というスローガンの積極的な展開 

・事例集の作成・公表等による飲酒運転撲滅に関する優れた取組の普及促進 

・飲酒運転を現認した場合における警察官への積極的な通報を促す広報啓発の実施 

 飲酒運転撲滅に向けた教育活動 

１ 小学校、中学校、高等学校、大学等における教育 

 ・小学校、中学校、高等学校においては、学習指導要領に基づき、教科、道徳、特別活動 

  等の学校教育活動全体を通して発達段階に応じた交通安全教育を実施。大学等において 

  は、入学時のオリエンテーションにおける講話等を実施 

     ・教育に従事する者に対し、飲酒運転撲滅条例の趣旨及び内容並びにアルコール健康障害 

  に関する知識を周知 

２ 社会人等への教育 

 ・社会人等に対し、飲酒運転撲滅活動アドバイザーの派遣による教育等を実施するほか、 

  社会教育関係者を対象とする研修会等において条例の趣旨・内容等を周知 

 事業者による飲酒運転撲滅対策 

１ すべての事業者における取組 

 ・面接等による点検など、従業員等による業務上の飲酒運転を防止するための取組の実施 

 ・ポスターの掲示、ミーティング時の講話等による従業員への啓発の実施 

 ・飲酒運転撲滅宣言企業・宣言の店の届出 

 ・業務上車両を運転する者等が飲酒運転を現認した場合における警察官への速やかな通報 

２ 飲食店営業者、酒類販売業者、駐車場所有者等における取組 

 ・来店者や利用者への声かけ等、来店者・利用者の飲酒運転を防止するための取組 

 ・来店者・利用者の飲酒運転を現認した場合における警察官への通報の実施 

 ・事業者の団体等と連携した取組の推進 

 飲酒運転事故の被害者等の支援 

  ・飲酒運転事故の被害者及びその家族等に対し、相談窓口の設置その他の支援体制の整備 

   等を実施 

  ・飲酒運転違反者又は違反者となるおそれがある者及びその家族等による自主的な飲酒運 

   転防止の取組に対し、相談窓口の設置及び連絡体制の整備等により支援を実施 


